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人の能力を十分に発揮できるよう、町が率先して見本を示すとともに、民間事

業所等に周知・啓発する必要があります。 
 
■ワーク・ライフ・バランスについて 

「日常生活の『仕事』と『家庭生活』のバランスについて、実際の優先度を

お答えください」という問に対して、「仕事と家庭生活（プライベートな時間）

を両立している」の割合は、町民で 35.6％、職員で 32.5％と３割強にとどまり

ました。町民が仕事と家庭生活を充実して過ごすことができるよう、ワーク・

ライフ・バランスに関する普及・啓発に努める必要があります。 
 
■ハラスメントやＤＶについて 

「これまでにセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)をしたり、された

り、見聞きしたことがありますか」という問に対して、「されたことがある」の

割合は、町民で 13.4％、職員で 15.4％でした。そのうち、そのことを誰かに打

ち明けたり、相談したりしなかった割合は町民で 61.4％、職員で 56.8％となっ

ています。また、「夫婦や恋人同士等の親しい間柄で、今までにしたり、された

りしたことがありますか（大声でどなる、威圧的な物言いをする）」という問に

対して、「されたことがある」の割合は、町民で 12.4％、職員で 17.1％でした。

あらゆるハラスメントやＤＶに関して周知・啓発するとともに、ハラスメント

やＤＶを受けた人が相談しやすい環境づくりを進める必要があります。 
 
■性の多様性について 

「『ＬＧＢＴＱ＋（※）』という言葉を知っていますか」という問に対して、「言

葉も内容も知っている」の割合は、町民で 42.8％、職員で 76.1％、中学生で

32.2％でした。また、「今までに自分のからだの性、こころの性または性的指向

（同性愛等）に悩んだことがありますか」という問に対して、「悩んだことがあ

る」の割合は、町民で 2.9％、職員で 0.9％、中学生で 10.1％でした。性の多様

性について周知・啓発し、性別にかかわらない社会づくりへの理解を促進する

必要があります。 
 
■男女共同参画の認知度や施策全般について 

「『男女共同参画』という言葉を知っていますか」という問に対して、「言葉

も内容も知っている」の割合は、町民で 47.1％、職員で 82.9％、中学生で 34.2％

でした。また、「男女共同参画社会の実現を目指し、今後、吉野ヶ里町はどのよ

うなことに力を入れればよいと思いますか」という問に対して、「各種福祉サー

ビス等の充実」、「育児や介護等への配慮や、仕事と家庭生活のバランスを雇用

者（事業所等）に働きかける」、「相談窓口の周知と充実」の割合が高くなりま

した。このような結果を踏まえ、家庭、学校、地域等において男女平等に関す

る教育・学習の機会提供や、各種福祉サービスの充実、相談窓口の周知等に努

める必要があります。  
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第３章 計画の理念と体系 
 

１．計画の基本理念 

 
本町ではこれまで、町民一人ひとりが自分を認め、他者を認めて、いきいきと生き

られる持続可能な男女共同参画社会の実現を目指して施策を展開してきました。 

これまでの基本理念を本計画にも引き継ぐとともに、国の第６次計画の基本的な視

点である「女性も男性も暮らしやすい多様な幸せ（well-being）を実現する社会形成

に資するもの」の趣旨を踏まえて、次のとおり新たな基本理念を設定します。これに

より、これまで取り組んできた施策を一層充実し、男女共同参画社会の実現に向けた

様々な施策をさらに推進していくこととします。 

 

《基本理念》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私よし・あなたよし・未来よし 

～性別にかかわりなく幸せを実感できるまち 吉野ヶ里町～ 
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２．基本目標 

 
本計画で目指す姿を実現するため、次の４つの基本目標を設定して男女共同参画の

施策を推進します。 

 

基本目標１ 男女共同参画に関する意識の醸成 
 

男女共同参画の推進には、性別等にかかわらない人権の尊重と男女共同参画の正し

い理解を進めることが必要です。このため、各種啓発活動や学校教育・生涯学習、研

修等により男女共同参画に関する周知・啓発に取り組み、町民や町職員等の意識醸成

を図ります。 

 

基本目標２ 女性が活躍しやすい社会づくり ※女性活躍推進計画 

 

社会で活躍したいと希望する女性が、その個性や能力を存分に発揮できる社会の実

現が求められています。このため、本町の政策決定や地域活動、就労等のあらゆる面

において、性別等にかかわらず参画できる環境づくりを進めていきます。 

 

基本目標３ 暴力のない社会づくり ※ＤＶ被害者支援計画 
 

暴力や虐待等のない環境づくりが必要であり、「ＤＶ防止法」の趣旨を踏まえ、ＤＶ

防止・根絶に向けた取組や相談支援体制の充実、二次被害の予防等の取組を進めます。 

 

基本目標４ 安心して暮らせる環境づくり 

 

性別等にかかわりなく健康であり続けることが自らの幸せにつながります。そのた

め、生涯にわたる心身の健康について様々な支援を行います。 

また、防災面における女性の意見反映ができる環境づくりを進めるとともに、ひと

り親家庭、高齢者、障がい者、外国人、性的マイノリティ等、あらゆる状況の様々な

立場の方に対する支援に取り組みます。  人
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３．計画体系 

 

 

 

基本目標 施策項目 

１ 男女共同参画に関する 

意識の醸成 

１－１ 男女共同参画についての意識啓発 

１－２ 男女共同参画に関する教育・学習の推進 

１－３ 地域や家庭における男女共同参画の推進 

２ 女性が活躍しやすい 

社会づくり 

※女性活躍推進計画 

２－１ 就労や意思決定の場等における男女共同参画の推進 

２－２ ハラスメント対策の推進 

２－３ ワーク･ライフ･バランスの推進 

３ 暴力のない社会づくり 

※ＤＶ被害者支援計画 

３－１ ジェンダーに基づく暴力の根絶に向けた取組の推進 

３－２ 相談支援体制の充実 

３－３ こどもや若年層に対する取組の推進 

３－４ 被害者の保護･支援に関する取組の推進 

４ 安心して暮らせる 

環境づくり 

４－１ 生涯にわたる健康の維持増進 

４－２ 地域防災における男女共同参画の推進 

４－３ 誰も取り残さないための支援 

  


